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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

今般、基本診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第62号）の一部が平成24年厚生労働

省告示第555号をもって改正され、平成24年11月１日から適用することとされたこと等に伴い、

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年３月５日保医発

0305第１号）を別紙のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のな

いよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。



（別紙）

１ 別添１の第１章第２部第２節のＡ２０５－２超急性期脳卒中加算の（１）及び（２）を次の

ように改める。

(１) 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲ

ン活性化因子を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する。なお、ここでいう

入院初日とは、第２部通則５に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再

入院の初日は算定できない。

(２) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会rt-PA（アルテプ

ラーゼ）静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法適正治療指

針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。

２ 別添１の第２章第１部のＢ００１特定疾患治療管理料の２の（１）のケを次のように改める。

ケ ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染

性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後

部の非感染性ぶどう膜炎に限る。）、重度の再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿

疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎（既存

治療で十分な効果が得られない患者に限る。）若しくはネフローゼ症候群の患者であって

シクロスポリンを投与しているもの



（参考） 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

（平成 24年３月５日保医発 0305第１号） 

 

別添１ 

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第１章 基本診療料 

第２部 入院料等 

第２節  入院基本料等加算 

Ａ２０５－２ 超急性期脳卒中加算 

(１) 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後 34.5時間以内に組織プラスミ

ノーゲン活性化因子を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する。なお、こ

こでいう入院初日とは、第２部通則５に規定する起算日のことをいい、入院期間が通

算される再入院の初日は算定できない。 

(２) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会 rt-PA（アル

テプラーゼ）静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法適正

治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。 

 

 

第２章 特掲診療料 

第１部 医学管理等 

Ｂ００１ 特定疾患治療管理料 

２ 特定薬剤治療管理料 

(１) 特定薬剤治療管理料は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その

結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月１回に限り算定する。 
 
ケ ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の

非感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性

の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。）、重度の再生不良性貧血、赤芽

球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無

力症、アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。）若し

くはネフローゼ症候群の患者であってシクロスポリンを投与しているもの 
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